
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 
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成
二
十
二
年
八
月
五
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動
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代

表
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の

氏
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主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申
請
の
あ
っ
た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
Ｄ
ｅ
ｎ

１
０
の
会 

竹
内 
亘 

広
島
県
広
島
市
南

区
比
治
山
町
二
番

五
号 

こ
の
法
人
は
、
先
人
や
瀬
戸
内

海
の
風
土
が
育
ん
で
き
た
日
本

の
伝
統
的
な
芸
能
、
そ
し
て
地

域
性
豊
か
な
文
化
を
素
直
に
受

け
止
め
、
広
島
で
広
め
る
た
め

の
提
案
や
企
画
を
推
進
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
人
の
交
流
に
よ

る
ま
ち
の
活
性
化
と
地
域
文
化

の
振
興
を
図
り
、
芸
能
文
化
が

暮
ら
し
の
中
に
定
着
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
二
年 

七
月
二
一
日 

 


